
　　

日　　時　7月13日（木）
　　　　　午前８時30分～午後5時ごろ
　　　　　（集合午前8時15分）
集合場所　エコールみよた
行　　先　群馬県高崎市方面
対 象 者　町内在住者、在勤者
参 加 費　2,000円（昼食代込）
昼　　食　ソースカツ丼、カレー、ハンバーグ
　　　　　から選択（申込時にお伝えください）。
募集定員　20名（定員になり次第締め切り）
申込期間　6月7日(水) ～ 6月29日(木) 
　　　　　午前9時～午後5時(火曜日から土曜日)
※電話でお申し込みください。

●マルシェ詳細
日　　時　7月8日（土）
　　　　　午前10時～午後2時
場　　所　エコールみよた  エントランスホール
●事業者の皆さまへ
　エコマルで商品を販売していただ
ける事業者を募集します。一緒に
エコマルを盛り上げましょう。なお、
マルシェ以外の日でも、エントランスホールでの販
売が可能となりました。詳細は、下記までお問い
合わせください。皆さまのご参加を心よりお待ちし
ております。
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消防署消防署 みなさんへみなさんへ御代田 から

問い合わせ先  佐久広域連合消防本部  御代田消防署  （32）0119  ※お掛け間違いにご注意ください。

申し込み・問い合わせ先
教育委員会生涯学習係　（32）2770

参加者募集

申し込み・問い合わせ先
教育委員会生涯学習係　（32）2770

E-mail：shogaku@town.miyota.nagano.jp

問い合わせ先
Ｂ＆Ｇ海洋センター

（32）6114
申し込み・問い合わせ先

Ｂ＆Ｇ海洋センター（32）6114

「中山道を巡る」
坂本宿～倉賀野宿

　中山道をテーマとした視察研修第三弾。今回は
倉賀野宿まで向かいます。中山道に関する群馬県
の史跡や文化財を視察するほか、群馬県立歴史博
物館にも視察予定です。中山道に興味がある方、
または地域の歴史や文化を学びたい方など、多く
の方のご参加をお待ちしております。
※日差しが強く、熱中症になりやすい状況が予想

されます。こまめな水分補給や日傘などの対策
をお願いします。

コミュニティカフェからマルシェへ！

エコマル開催のご案内
　令和２年度にエコールみよたで開催し、多くの
方にご来場いただいた「コミュニティカフェ」が、

「エコールみよたマルシェ」（以下エコマル）として
再始動します。コミュニティカフェで提供してい
たコーヒーや軽食、お菓子などはもちろん、エコ
マルでは手芸品など食品以外の販売も可能です。
　ここで新しいお店との出会いが
あるかもしれません。ぜひお越し
ください。

いきいき学級視察研修①
参加者募集

　ニュースポーツとは、年代や性別・障がいの有無
にかかわらず、誰もが一緒に楽しむことができるス
ポーツです。
　第１回は「ボッチャ」を体験していただきました。
第２回も楽しめる種目をご用意しています。
　運動が苦手な方や体力に自信がない方でも気軽
に体験していただけますので、ご近所のお友達も
お誘いあわせの上ご参加ください。

日　　時　６月25日（日）
　　　　　午前10時～正午
場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
参 加 費　無料
持 ち 物　室内運動用シューズ
　　　　　飲み物（水分補給用）
募集人数　先着30名
申込期限　６月23日（金）
申込方法　Ｂ＆Ｇ海洋センターに直接または電話で
　　　　　お申し込みください。

　4月2日（日）に、グランディ軽井沢ゴルフクラブ
で開催しました第97回町民ゴルフ大会の結果をお
知らせします。
　参加者総勢130名が、健康のため・ベストスコア
を出すためにと、それぞれ一打一打真剣に、また楽
しくプレイしていただきました。
　秋の大会は、11月19日（日）に大浅間ゴルフクラ
ブにて開催を予定しています。
　さらに多くの皆さまのご参加お待ちしております。
一般の部
　優　勝　栁　澤　和　馬 氏
　準優勝　森　藤　憲　一 氏
　３　位　岡　　　正　紀 氏
シニアの部
　優　勝　柳　沢　秀　二 氏
　準優勝　茂　木　英　次 氏
　３　位　伴　野　二　郎 氏
レディースの部
　優　勝　加　藤　有樹子 氏
　準優勝　尾　台　惠　子 氏
　３　位　高　橋　恵美子 氏

春の町民ゴルフ大会
〜結果発表〜

第２回 ニュースポーツ
体験会を開催します参加者募集

防火対象物使用開始届防火対象物使用開始届
～建物所有者、事業所やテナント関係者の方へ～～建物所有者、事業所やテナント関係者の方へ～

○防火対象物使用開始届について

住宅用火災警報器は寝室に設置しましょう !!

○届出をしなかったら？

　新築若しくは既存の建物を消防法上の用途（物販店舗・飲食店・共同住宅・事務
所等）で使用する場合は、火災予防条例第48条により「防火対象物使用開始届」を消
防署へ、使用開始する7日前までの提出が義務付けられています。

　届出をせずにテナントを入居させてしまった場合、きれいに内装工事などが終わってしまったあ
とやテナント運営開始後に、消防用設備の設置工事が必要となってしまうかもしれません。
※消防用設備の未設置などがあれば、消防法違反として消防署から指導があります。
　それでも改善していただけない場合は最終的に営業を停止していただく等の処分をすることがあります。

　火災が発生したときは、目で煙や炎をみたり、
鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でぱちぱちと
いう音を感じたり…と五感によって気づくこと
がほとんどだと思います。しかし、それだけでは、
就寝中や仕切られた部屋などで物事に集中してい
る時など、火災に気づくのが遅れてしまいます。
　そこで、家庭内での火災の発生をいち早く
キャッチし、知らせてくれるのが、住宅用火災警
報器です。
　近年の住宅火災による死者（放火自殺者等を
除く。以下同じ。）の発生状況を経過別に見ると、

逃げ遅れが最も多く、全体
の約６割を占めています。
　また、死者の発生状況を
時間帯別にみると、火災件
数は昼間の時間帯が多い一方で、火災死者数は就
寝時間帯の方が多くなっています。
　つまり、就寝時間帯が、昼間に比べて人命の観
点で危険性が高いと言えるのです。
　このため、必要最小限で効果の高いと考えられ
る場所として、寝室と寝室がある階段の上部に設
置することが義務化されました。
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